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                        重 要 事 項 説 明 書  

     2026 年 3 月 1日 

１．事業主体概要 

事業主体名      株式会社 アイ・エム・シー ライフステージ 

法人の種類 株式会社 

代表者名 代表取締役 熊野 守洋 

所在地 高知市竹島町１３－１うしおえメディカルビル・イーア 

資本金（出捐金） １，０００万円 

法人の理念 

【認知症高齢者グループホーム設置・運営にかかる理念】 

・ご利用者ひとりひとりの尊厳を大切にし、認知症であっても町の

中であたりまえに安心して暮らすことができるよう、支援します。 

・事業運営に当たっては、認知症高齢者の豊かな心を理解し、とも

に生き、ともに暮らすケアを行うことによって、グループホーム

を地域社会に定着させるよう、安定的かつ継続的な運営につとめ

ます。 

２．施設概要 

施設名 IMC グループホームセゾン薊野 

施設の目的 

認知症によって自立した生活が困難になったご利用者に対して、安心

と尊厳のある生活を、家庭的な環境のもとで、食事・入浴・排泄等の

日常生活上の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うこと

により、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立して営むこ

とが出来るよう支援します。 

施設の運営方針 

ご利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供

に努めるとともに、おひとりおひとりに即した介護計画を作成するこ

とにより、ご利用者が必要とする適切なサービスを提供します。 

施設長 中山 研人 

開設年月日 ２００３年１２月 １日 

保険事業者指定番号 ３９７０１０１３１１ 
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所在地、電話・FAX番号 
高知県高知市薊野東町 2番 10 号                

（電話）088-803-1177  （ＦＡＸ）088-803-1101 

交通の便 ＪＲ薊野駅より車で５分、土電バス「薊野東」下車徒歩５分 

敷地概要（権利関係） 敷地面積１３０２．７８㎡（借地） 

建物概要（権利関係） 構造：鉄骨造３階建て  延床面積：１０５６．８７㎡ 

居室の概要 居室面積:９．１３㎡～１１．１２㎡  居室数 27室 

共用施設の概要 共用施設なし 

防犯防災設備 

避難設備等の概要 
非常通報装置一式、消火器 

緊急対応方法 

・利用者に健康上急変があった場合は、消防署もしくは適切な医療機

関と連絡をとり、救急治療あるいは緊急入院が受けられるようにしま

す。 

・利用者及び代理人が指定する方に連絡します。 

事故時の対応 

利用者に対する介護サービスの提供にあたって事故が発生した場合

は、すみやかに利用者の身元引受人及び家族等関係者に連絡等必要な

措置を講じます。 

損害賠償責任 
事業者の故意、過失による事故発生に備えて下記の損害賠償責任保険

に加入しています。 

損害賠償責任保険加入先 三井住友海上火災保険株式会社 

３．職員体制（主たる職員） 

職員の職種 員数  

常勤 非常勤 

保有資格 
研修会受講等 

内 容   
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管理者 1 人以上  ○   介護福祉士 
認知症対応型サービス 

事 業 管 理 者 研 修 

計画 作成担 当者 

(介護従事者) 
３人  ○   

介護支援専門員、 

介護福祉士他 

認知症介護実践者研修 

（ 旧 基 礎 課 程 ） 

介護従事者 
１５人 

以上 
○  〇  

介護福祉士 

ヘルパー２級他 
 

※入居後、人事異動、退職による変更はあります。 

４．勤務体制 
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昼間の体制 6 人以上（早出 7：00～16：00、3 人 遅出 10:00～19:00 3 人） 

夜間の体制 3 人(16:00～翌日 9:00)    宿直・夜勤の別：夜勤 

５．利用定員 

利用者数 １ユニット当たり定員９人、（ユニット数：３ユニット）総定員２７人 

６．ホーム利用にあたっての留意事項 

家財・所持品の持込に

ついて 

居室へはベットやなじみの家具や装飾品など持ち込み自由です。但し居室

は６畳～7.5 畳の広さしかありませんので、ご留意ください。 

主要物品については、ケアスタッフが「所持品リスト」を作成し、ご家族

と照合させて頂きます。なお、原則として預金通帳や銀行印、現金などの

持込はしないでください。（ご事情によってはホームでお預かりいたしま

す。） 

ペットの持込について ペットなど生き物の持ち込みは出来ません。 

金品のもちこみについ

て 

金品を直接ご利用者に渡されることは、原則としてお断りします。 

もしも、ご家族等がご利用者に金品を渡されたときは、必ずホーム職員に

お知らせください。 

面会について 面会時間は、原則として毎日 8時～20 時ですが,あらかじめご連絡いただき

ましたら 24 時間いつでも訪ねてきて頂いて結構です。なお、管理者が許可

した場合は、ご利用者の居室での宿泊も可能です。 

外泊について  外泊は自由にしていただけますが、食材の発注の都合上、外泊の 7 日前ま

でに外泊届を提出してください。 

通院について ご利用者の通院介助は、ご家族の方でお願いします。緊急やむをえない場

合等ご家族によるご利用者の通院介助が困難な場合は、ケアスタッフが通

院介助を行う場合があります。 

食事のキャンセルにつ

いて 

急な入院等の理由により食事の発注をキャンセルできない場合、2日分の食

事代が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。 

禁止事項について 

 

当ホームでは、ご入居者に安心して共同生活を送っていただくために、「特

定の政治活動、党利行為、宗教の勧誘、物品購入の勧誘」等の行為は 禁

止させていただきます。 

７．介護費用利用者負担金及びサービス利用料等 

介 護 費 用    

利用者負担額 

食事・排泄･入浴(清拭)・着替えの介助等の日常生活上の世話､日常生活の中

での機能訓練､健康管理､相談･援助等 

上記については包括的に提供され、別表１による要介護度別に応じて定めら

れた金額（省令により変動有り）が自己負担額となります｡ 

（利用月分を翌月支払い） 

保険対象外サービス 

別表１のとおり 

家賃・食材費・水道光熱費‥‥‥‥‥‥利用月分を翌月支払い 

（料金の改定は理由を付して事前に連絡いたします。） 

個人消耗品等の費用 

おむつ代や日常生活用品費、理美容代、通院にかかる交通費（ケアスタッフ

が通院介助をした場合）など、ご利用者のほうで負担することが適当と認め

られる費用は「実費」といたします。 

 

   ※ 利用料等の支払いは別表２のとおり口座振替、または口座振込みによりお願いします。 
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 ８．協力医療機関 

協力医療機関名 海里マリン病院、細木病院、HEIWA MED CLINIC 

診療科目 内科、外科、眼科、循環器科、整形外科、リハビリテーション科他 

協力歯科医療機関名 たけさき歯科診療所 

診療科目 歯科 

９．苦情相談機関 

ホーム苦情相談窓口 担当者氏名：（施設長）中山 研人 

外部苦情申立て機関 

（連絡先電話番号） 

機 関 名：高知市介護保険課 事業係（高知市本町５－１－４５） 

（電話）088-823-9972  

機 関 名：高知県国民健康保険団体連合会（高知市丸の内２－６－５） 

    （電話）088-820-8410 （ＦＡＸ）088-820-8390 

１０．利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

     年月 内容 

令和 7年  月  日 
運営推進会議にて評価の実施 

 

１1． 地域との連携 

地域運営推進会議 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利

用者、利用者の家族、地域住民の代表者、圏域の地域包括支援セ

ンターの職員等（介護予防）認知症対応型共同生活介護について

知見を有する者等により構成される協議会（以下、この項におい

て「運営推進会議」と言います。）を設置し、概ね２月に１回以上

運営推進会議を開催します。  

運営推進会議に対し、サービス内容及び活動状況を報告し、運営

推進会議による評価をうけるとともに、必要な要望・助言等を聴

く機会を設けます。また、報告・評価要望・助言等についての記

録を作成し、公表します。 

 

 


